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＊文芸誌『Kototoi』1 号（2011 年）に寄稿した論考のオリジナル原稿です。 

 

 

リスク社会から脱成長社会へ 

 

中野佳裕 

 

 

二〇一一年三月一一日に起こった福島原発事故は、国境を越えて国際社会全体に影響を

与えている。具体的な実例としては、ドイツ、イタリア、スイスは自国のエネルギー政策

を脱原発へと転換した。原発大国フランスでも、世論の七割以上が脱原発を支持している。

また、世界第一の原発保有国の米国では同年一〇月一日に、「反原発連合」（Coalition against 

Nukes）という全国規模のデモが行われた1。 

福島原発事故の影響は、エネルギー政策の方向転換への貢献以上に、その歴史的意味に

おいて重要であると思われる。なぜなら、二〇〇八～九年の時点で再生可能エネルギーは

世界全体の新規発電容量の約半分を担っており、原子力産業は既に斜陽産業である2。この

事実を踏まえると、福島原発事故は、既に起こっていた世界全体の脱原発の動きを一部諸

国で加速化させたとは言えるが、脱原発の唯一絶対の根拠であるとはいえないからだ。 

では、福島原発事故の歴史的意味を識者はどのように捉えているのだろうか。例えば、

ワールドウォッチ研究所のマイケル・シュナイダー3は、福島原発事故を「チェルノブイリ、

９・１１同時多発テロ後に漸く露呈された近代産業文明の限界」と評価し、西谷修4は三・

一一後の日本を「近代産業文明の最前線に立った社会」と形容している。作家の村上春樹5や

 
1 詳細は、http://nonukesmorehearts.org/ を参照のこと（最終アクセス日：2011 年 10

月 31 日）。 
2 Mycle Schneider, Anthony Froggart and Steve Thomas,The World Nuclear Industry 
Status Report 2010-2011: Nuclear Power in a Post-Fukushima World: 25 years After 
The Chernobyl Accident, Worldwatch Institute, April, 2011 (www.worldwatch.org), p.4. 
3 マイケル・シュナイダー「フクシマ・クライシス─日本は本物のパラダイム・シフトの最

先端に立てるのか」『世界』二〇一一年九月号、一八三－一九二頁。 
4 西谷修「近代産業文明の最前線に立つ」『世界』二〇一一年五月、八〇－八八頁 
5 村上春樹「非現実な夢想家として」東京新聞、二〇一一年八月九日、第一一面 

http://www.worldwatch.org/
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大江健三郎6、そして国際政治学者の坂本義和7は、福島原発事故をヒロシマ、ナガサキへの

原爆投下と並ぶ「核の時代」の負の遺産と捉え、被爆国である日本の歴史的責任を問うて

いる。 

これらの論評に目を向ける限り、福島原発事故は、原子力エネルギー技術を可能にして

きた特殊な時代精神とその中で確立した特異な社会体制の根本的な見直しを迫るものであ

るといえる。つまり、「核の時代」の正当性と、地球規模で拡大した消費社会の構造の妥当

性が問われているのである。したがって、フクシマ以後の日本の現実を捉えるためには、

被災地の救済や放射能汚染の危機管理の具体的な行動計画を立てるだけでなく、日本の歴

史的責任と未来の展望を批判的に検討するための思想的土壌を養う必要もある。本稿は後

者に貢献することを目的とする。 

 

二〇世紀後半の科学技術批判の思想潮流の概略 

「核の時代」として形容される現代は、核エネルギー技術を始め、遺伝子工学やサイバ

ネティックスなど、高度な科学技術の急速な開発を経験した時代でもある8。これら二〇世

紀後半の科学技術に共通してみられる特徴は二つある。第一の特徴は、技術の社会に与え

る影響が人間の反省的思考能力を凌駕した点である。そして第二の特徴は、多くの不確実

性を抱えるにも関わらず、これらの技術が産業機構の生産力と効率性の向上のために社会

生活に応用されてきた点である。 

科学技術が人間の反省的思考能力の範疇を超えて進化することへの危機感は、既に第二

次世界大戦直後からマルティン・ハイデッガーや彼の思想の影響を受けた哲学者たち（ハ

ンナ・アーレント、ハンス・ヨナス、ギュンター・アンダース）によって指摘されてきた。

彼らによれば、科学技術と一体化した産業機構への依存を強める現代世界の諸問題を批判

 
6 大江健三郎「私らは犠牲者に見つめられている」『世界』二〇一一年五月、三〇－三三頁。 
7 坂本義和『人間と国家（上）（下）』岩波新書、二〇一一年。 
8 この点に関する優れた歴史書として、エリック・ホブスボーム『二〇世紀の歴史━━極端

な時代（上）（下）』河合秀和他訳、三省堂、一九九六年、第一八章を参照されたい。 
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的に捉えるためには、新しい政治哲学・倫理学の構築が必要である。 

現代技術に対する批判的視座は、一九六〇～七〇年代以降、ハーバート・マルクーゼ、

ユルゲン・ハーバーマス等のフランクフルト学派ならびにイヴァン・イリイチ9の産業社会

批判やジャック・エリュール10の技術社会批判において、より具体的な社会分析を伴う形で

展開した。しかし、特に有用な社会分析枠組みを提供しているのは、社会学者ウルリッヒ・

ベックのリスク社会論である。 

リスク社会論は、産業革命期から二十世紀後半の大衆消費社会へ移行する過程で、近代

社会のテーマが物質的不足の克服から、原子力事故・医療事故などの科学技術の引き起こ

すシステミックなリスクの統御へと変化したことに注目する11。十九世紀の産業資本主義社

会は、富の蓄積を社会進歩の指標とする生産力至上主義を理念に掲げ、この理念の実現の

ために資本制生産様式に基づく社会組織を編成してきた。社会は資本家と労働者という経

済階級によって構成され、階級間の所得の不平等が目立つようになった。産業資本主義社

会における国家の役割とは、一方で富の蓄積を推進し、他方で蓄積された富の分配を通し

て所得の不平等を是正することにあった。二〇世紀の福祉国家制度は、政府の市場への介

入や産業機構の政策的調整を通して、産業資本主義における富の生産・分配を効果的に行

うための統治技術にほかならない。 

ところが、二〇世紀後半になると、従来の福祉国家制度の枠組みでは捉えきれない問題

が社会に出現するようになった。核エネルギー技術などの巨大科学技術によって産業機構

が再編されるにしたがい、今度は科学技術の機能不全が引き起こす潜在的リスクに社会が

対応する必要が出てきた。大衆消費社会においては、前近代社会が経験したような物質的

不足の克服よりもむしろ、科学技術の作り出すリスクの分配の不平等が社会生活に大きな

 
9 Ivan Illich, Energie et équité, reprinted in Oeuvres complètes, Paris : Fayard, 2004. 
10 Jacques Ellul, Le Système téchnicien, Paris : Economica, 1977. 
11 Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage Publication, 

1992. 
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影響を与えうる、とベックは主張する12。 

ベックの貢献は、従来自然科学の範疇でのみ扱われてきた「リスク」概念を、その社会

的・政治的影響を踏まえて再解釈した点にある。科学技術の作り出すリスクは、科学的な

計算の範疇を超えて社会に様々な「副作用」（サイド・エフェクト）を生じさせる13。例え

ばスリーマイル島やチェルノブイリの原発事故がそうである。原発事故は、原子炉の機能

不全という技術的な問題を超えて、放射能による自然環境や食品の汚染、甲状腺がんなど

の健康被害、原発難民などの様々な社会的問題を引き起こす。これらの被害範囲は、空間

軸においても時間軸においても科学的計算を凌駕する。 

したがってベックは、科学技術のリスクの影響を強く受ける社会──リスク社会──に

おいては、産業資本主義社会において現れた階級間の不平等が、リスクの分配という新た

な次元において再編されると指摘する。一方で、産業資本主義社会における社会的弱者は、

リスク社会の引き起こすサイド・エフェクトの影響を被りやすい14。例えば、原発労働者や

原発立地自治体住民は、原発事故時の放射能汚染の被害を最も受ける主体である。しかし

他方で、都市部の消費者や資本家も、汚染食品の流通を通して被ばくの危険に晒される15。

特に原子力災害に関しては、チェルノブイリ事故に見られるように、放射能汚染の影響は

国境を越えて世界に拡大する。グローバリゼーションが進む今日、リスクの分配は世界規

模で展開する16。 

 

進歩の思想の限界 

リスク社会論が明らかにしているのは、近代西洋の啓蒙主義から継承した進歩（progress）

の思想の限界である。今日地球規模で拡大した近代社会の諸制度（人権、立憲民主主義、

 
12 Ibid., p.19. 
13 Ibid., p.22. 
14 Ibid., p.35. 
15 Ibid., p.35. 
16 Ibid., p.35. 
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資本制生産様式、近代科学技術）の基礎は、ヨーロッパで誕生し、植民地主義、ならびに

第二次大戦後の国際開発プロジェクトを通して世界的に拡大したという特殊な歴史性をも

つ。西洋近代社会の諸制度の世界化は、これら諸制度の発達と拡張が人類を幸福に導くと

いう「進歩」の思想に支えられてきた。特に産業資本主義の発達により、物質的生産力の

向上とその結果としての富の蓄積の促進が、将来世代の物質的生存条件と幸福を約束する

と信じられてきた。したがって科学技術の開発とその経済領域への応用も、社会の物質的

生産力の向上のための必要条件だとされてきた。セルジュ・ラトゥーシュが的確にまとめ

ているように、近代の社会発展思想の中心価値は、科学・技術・経済の三位一体に支えら

れた生産力至上主義的な進歩の思想にほかならない17。 

しかし、二〇世紀後半以降の先進工業社会が経験している公害や原発事故やその他の産

業事故は、直接的な人的被害や経済的損失だけでなく、環境汚染による生態学的負荷を通

して将来世代の生活の質と生存条件も危険に晒しうる。それだけではない。科学技術のリ

スクのサイド・エフェクトは、原発事故や産業事故などの生産局面に関わるものに加えて、

消費局面に関わるものもある。例えば、金融グローバル化にともなう投機的金融のサイド・

エフェクトの拡大がそうである。一九七〇年代に始まった金融市場の自由化は、金融工学

の金融市場への応用に基づいている。水、小麦、石油、住宅などの様々な資源を金融商品

化し、投資ゲームを行うことで投資家が利潤を上げる仕組みになっている。その結果、水・

食料などの生活基本財が、先進国や途上国の低所得者の消費水準を超えて高騰するという

現象も起きている。 

今日のグローバル化した消費社会の引き起こす問題は、啓蒙主義的な進歩思想に支えら

れた一九世紀型産業社会とは真逆の問題である。後者では、物質的生産力を恒常的に向上

させることが人類の生存の必要条件であるとされた。対照的に、人間の反省的思考能力の

限界を超えた様々な技術に依存する現代消費社会では、産業機構の拡大再生産が、現代世

 
17 Serge Latouche, La Mégamachine : la raison économique, la raison techno 
scientifique et le mythe du progrès, Paris : La Découverte, 1995. 
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代と将来世代の生存を危険に晒すリスクの増大へとつながる。言い換えれば、経済成長が

生存の問題の解決であると信じられてきた一九世紀とは異なり、今日の人類は、経済成長

優先の社会体制が引き起こす様々なシステミックなリスクから生存を守る必要に直面して

いる。科学哲学者ジャン＝ピエール・デュピュイが述べるように、「われわれの状況は今日

非常に異なっている。なぜなら主要な問題は、究極的な破局＝カタストロフの回避である

からだ18」。 

社会は自らを持続的に再生産していく能力をもたねばならない。これは、人類が永続的

に生存するための前提条件である。しかし現代消費社会は、社会のこの基本的能力を根本

から動揺させている。チェルノブイリに続く福島原発事故は、その典型である。原発事故

による放射能汚染は、現代世代のみならず将来世代の生存も危険に晒している。そして政

府も科学者も市民も、この事故の影響のすべてを把握する能力を持たないし、また解決の

方法も持たない。これからの日本は、数世代にわたり放射能汚染による被ばくとその管理

の下で生活していかねばならない。「未来の可能性が放射能汚染によって制約されていると

いう点で、３・１１後の日本はそれ以前とは全く異なる社会である19」と西谷修は述べてい

る。フクシマ以後の日本は、どのように生活するかという実際的な問題だけでなく、「社会

の可能な形はどのようなものであるか」という可能世界を描く思考実験のレベルにおいて

も、それ以前とは全く異なる思考が要求されている。 

福島原発事故から八か月経過した現在もなお、日本社会の展望は現実的な政策において

も理念においても確固とした形として現れてはいない。ここで思い出すべきは、クロード・

レヴィ＝ストロースの次の言葉であろう。「社会が維持され存続するのは、世代から世代へ

とその原理とか価値とかを伝えていく能力をその社会が持っているからです。何も伝える

ことができなくなったとき、あるいは何を伝えるべきか判らなくなって、来るべき次の世

 
18 Jean-Pierre Dupuy, La marque du sacré, Paris : Flammarion, 2010, p.81. 
19 「核と未来」講演会（東京外国語大学、二〇一一年七月二三日）。 
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代を頼りにするようになったとき、その社会は病んでいると言っていいでしょう20」。留意

すべきは、将来世代に伝える能力は、すでに福島原発事故以前から失われていたという点

である。原発事故や放射能汚染の未知数のリスクの存在にも関わらず原子力エネルギー政

策を進めてきた日本の社会体制を当然と受け止め、エネルギー事業や隣接する開発政策に

対する反省的批判能力（reflexivity）を欠いた政界・産業界・学界・メディア業界の責任は

大きい。また、このような社会体制に変化を促すだけの十分な批判力を、知的活動と実践

の双方で成熟させてこなかった日本の市民社会と批判的知識人の力不足も銘記すべきであ

る。 

わたしたちは、戦後日本の社会発展に内在する様々なリスクに対する思考欠如

（thoughtlessness）の状況から抜け出さなければならない。これまでとは異なる視線で社

会を見つめ、異なる尺度で社会を評価し、異なる規範や原理に基づいて社会の目指すべき

姿を議論する必要がある。中でも喫緊の課題は、社会の持続可能な再生産を可能とする条

件の模索である。そのための屋台骨となる批判的な社会分析と思想の構想が求められてい

る。 

 

生存の倫理を再構築する 

 リスク社会化した産業社会において民衆の生存を保障し、社会の持続可能な再生産を可

能にするには、生命のつながりの再生産（注─生命系経済学や環境倫理学においては、「生

命の再生産」と呼ばれる。）を基礎とする社会倫理を構想する必要がある。そして、現代社

会の様々な政策や制度を、地域固有の生命系に根差した多様な生命のつながりの再生産に

資するか否かという点から評価・検討していかねばならない21。つまり、人間の社会的活動

 
20 クロード・レヴィ＝ストロース『遠近からの回想〈増補新版〉』竹内信夫訳、みすず書房、

二〇〇八年、二八六頁。 
21 生命世界の再生産を基礎とする倫理の具体的内容については、拙稿「ポスト３・１１─

─生存の倫理の再構築を目指して」明治学院大学国際平和研究所編『Prime』三五号（近刊

予定）で詳細に論じている。この論文では、メキシコの哲学者エンリケ・デュッセルの倫
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の根底に、人間の生物的生命を他の生命体とのつながりの中で守る倫理を確立する必要が

ある。生物体としての人間を取り囲む様々な生命の関係性の中から倫理を思考し、生命循

環を守る水準へと人間の生産活動や科学技術のもつ権能を質的に調節していかねばならな

い。人間共同体の中に他の生命体も含め、種々多様な生命の関係性の維持・再生産という

視点から、リスク社会化した産業社会の様々な問題を分析・評価していく必要がある。 

哲学者ハンス・ヨナスは、「個人や集団行動にとってのあらゆる道徳的基準は、たとえ個

人の生命の犠牲に対する要求でさえも、人間生命の存続を前提とする」と主張する22。あら

ゆる倫理は、人類という名の生命共同体の存続と再生産を根本価値とする。この観点から

見たとき、核エネルギー技術は人倫に反するだけでなく、あらゆる倫理的思考の前提条件

を逸脱する暴力を内包していると言える。なぜなら、核戦争や原発事故により、人間生命

の再生産が危険に晒され、場合によっては人類の消滅をも導くからである。核エネルギー

技術だけでなく、生命科学やナノテクノロジーも、人類の生存に対する未知数のリスクを

抱える点において、倫理の臨界点に位置するものである。現代技術は、人間の倫理的思考

の基礎条件である「生存」の意味そのものを変えてしまう。また、これら諸技術を応用し

て商品市場を開拓する現代消費社会の論理も、同様に危険である。リスク社会化した現代

における生命世界の再生産の条件はいかなるものであるか──現在われわれが最も取り組

まねばならない学問的課題はこれである。 

 この問題に答えるためにまず必要なことは、リスク社会に内在するリスクの性格を把握

することである。ベックが指摘するように、現代社会において科学技術の有するリスクは、

様々な社会的・政治的なサイド・エフェクトとなって現れる。このサイド・エフェクトの

影響は政府機構や市民社会のガバナンス能力に左右されるため、「リスク社会に現れるもの

 

理学に基づき、生命の再生産の保障を基本原理とする倫理基準を構想している。 
22 Hans Jonas, “Toward A Philosophy of Technology”, reprinted in Craig Hanks ed. 

Technology and Values: Essential Readings, Oxford: Willy-Blackwell, 2010 [1979], p.24. 
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は、破局的な災害の政治的潜在性である」ともいえる23。 

ベックが言及するこの類のサイド・エフェクトの一部は、今日、しばしば「コラテラル・

ダメージ」（collateral damage）（付随的被害）とも表現される。コラテラル・ダメージは元

来軍事用語として用いられていたが、最近では災害危機などにも使用される。その定義は

二つある。一つは、初期の計画では意図しなかった結果の発生である。二つ目は、計画の

初期の段階ではリスクとして認識されていたが、その重要性が考慮されなかったために起

こった被害、あるいは、計画していた結果を獲得するための必要な犠牲と見なされる被害

である。社会学者ジグムント・バウマンは、災害の潜在的リスクは地域全体に平等に分配

されるが、実際の被害の主体は災害以前から存在する社会の不平等と密接に関連する、と

指摘する24。例えば、二〇〇五年米国ニュー・オーリンズを襲ったハリケーン・カトリーナ

がそうである。この自然災害の最大の被害者は、同地域の貧困層であった。コラテラル・

ダメージは福島原発事故にも当てはまる。原発事故の被害が拡大した背景には、津波の危

険が数年前から予期されていたにも関わらず、事前の対策を講じなかった東京電力の経営

管理責任がある。また、東電の経営体質を維持してきた経産省以下、政府の原子力エネル

ギー政策体制がある。また、このような原子力エネルギー政策体制が確立する背景として、

地方が都市の経済発展に従属的に組み込まれる構造的格差の問題がある。さらにこの格差

は、地方を都市と同じ生産・消費水準や生産構造に転換させたいと望ませる依存的欲求の

論理にも支えられている。戦後日本は、経済発展を追求するあまり、その歪として生じる

様々な社会的・生態学的負荷を「必要な犠牲・リスク」として受け止めてきた。その結果

生じたのが、地方の過疎化・高齢化、地方自治の低下、伝統漁業・農業の衰退、水俣公害

事件、沖縄の基地問題であり、そして福島原発事故である。 

以上の説明からもわかるように、リスク社会において生命のつながりの再生産を保障す

 
23 Beck, Risk Society, op.cit., p.24 
24 Zygumnt Bauman, Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age, 

Cambridge: Polity Press, 2011, pp. 5-7. 
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る条件を整えるには、原発をはじめとする技術の安全性や管理能力を強化するだけでは足

りない。むしろ、社会を構成する様々な不平等・格差・差別などの構造的暴力の克服こそ

が重要である。原発依存を生んだ社会体制と構造的暴力の転換が必要なのである。構造的

暴力の克服には、地域固有の基本的ニーズや社会的つながりの再編のほか、生態系に対す

る負荷の削減も含まれる。放射能汚染などの科学技術のリスクが個体としての人間生命だ

けでなく、地域固有の生命系の再生産能力にも影響を与えている現在、生態系に対する負

荷として現れる構造的暴力と人間社会における差別や不平等として現れる構造的暴力は、

多分に重なる部分が多いからである。 

 

脱成長論の可能性 

ラトゥーシュの脱成長論がポスト三・一一の日本において意味をもつとすれば、まさに

以上で述べた文脈においてである。脱成長論は、生産力至上主義的な産業社会の構造的暴

力から民衆の生存を守るために、経済成長を中心価値としない社会の建設を構想している。

近代産業文明は、住民の生存の基礎条件として存在する地域固有の生態系や歴史文化の織

り成す重層的な意味の世界、すなわち地域の風土性（和辻哲郎）を社会発展の中心テーマ

に置くことがなかった。地域を工業化・市場化し、経済的富の産出の増大の際限なき追求

を目指すことを地域の発展目標と見なしていたのである。仕事・生産・消費など、人間の

生存と社会の再生産に必要な諸々の活動も、生産力至上主義的な産業機構の原理を中心に

組織され、その結果、地域が経済中心の論理に巻き込まれた。そして、伝統的な農業・漁

業が地域の風土と生存条件の再生産に貢献してきた役割が忘却され、地方政治の大企業開

発マネーへの従属が起こり、市民的美徳を養う政治空間構築のための「開かれた学び」や

熟議を育む機会が失われ、公害その他の環境破壊による生活圏の侵害が起こった。 

脱成長論は、経済成長優先の社会発展とは一線を画し、経済の論理に還元されない、地

域社会の多様な生存条件を成熟させる道（ローカリゼーション）を提案している。その柱
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となる規範原理は三つある。第一の規範は、地域社会の政治的自律性の確立である。住民

参加型の地域づくりを草の根レベルで一般化することで、各地域社会で営まれる生産・消

費活動を民主的に管理することを目指している。このことが含意するのは、産業社会にお

ける地方政治、あるいは「政治」一般のパラダイム転換である。生産力至上主義的な産業

社会では、往々にして、経済成長の効率的達成のための道具として政治が捉えられてきた。

地方政治も国民政治も、経済の安定成長や近代的な産業の育成の促進に寄与することを目

指していた。しかし脱成長論は、政治を経済の論理に従わせることを拒否する。なぜなら、

人間の生活は市場経済や工業だけでなく、生態系の再生産能力や地域の歴史文化の織り成

す意味の世界にも依存するからだ。したがって脱成長論は、人間の生活圏の基層にある生

態系や歴史文化を守り、地域社会の持続可能な再生産能力を引き出す集合的な企図（プロ

ジェ）として政治を定義しなおす。参加型民主主義の成熟を地域社会成熟の中心価値とす

るこの考え方は、近年、世界中で試みられている「新しい自治体主義25」(neo-municipalisme)

の考え方に共鳴する。 

第二の規範は、共同的な社会倫理の確立である。地域社会を市場経済の論理に委ねるの

ではなく、市場経済を媒介しない住民同士の助け合いを深めるなど、共生的な社会関係を

豊かにすることを重視する。また、市場経済以外の領域における差別や排除の克服も重要

である。民主主義の原則に基づくならば、現在および将来のすべての成員の生存条件の保

障を考慮しながら地域社会成熟の道を議論する必要がある。この観点から、「公正さ」「分

かち合い」「差異の承認」など、社会正義の感覚を養うことが脱成長の規範となる26。 

第三の規範は、生態系の持続可能性の向上である。自然を工業的生産の資源として見な

 
25 Giovannni Allegretti, ‘Une refondqtin politique et culturelle’, Le Monde diplomatique, 

Octobre 2011, Supplément Aubagne, p.1. 脱成長論の提唱するローカリゼーションは、一

九九〇年代以降に世界各地で試みられている住民参加型の地方自治の様々な事例を理論的

に省察した結果として生まれている。その意味で、脱成長論は、参加型民主主義や連帯経

済の様々な議論の中で比較検証されるべきである。 
26 Serge Latouche, ‘A bas le développement durable: Vive la décroissance conviviale’  in 

François Partant, Que la crise s’aggrave, Paris: Parangon, 2002. 
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すのではなく、将来世代の生存に不可欠な地域の共有財産として捉える。この観点から、

自然環境への負荷を削減する地域づくりや社会生活が奨励される。大量生産・大量消費・

大量廃棄の生活様式から、より少なく生産し、より少なく消費し、資源を再利用する循環

型の生活様式への転換が一つの指標となる。そのためには、地域社会の自然環境を豊かに

するための社会的責任を生産者（企業など）と消費者の双方で養うことが重要となる。 

要約すると、脱成長論は、政治・社会関係・生態系の三つの次元において、地域社会の

底力（レジリエンス）を高めることを提案しているのである。 

 ポスト三・一一の日本社会に必要なのは、これら脱成長の三つの規範原理やその他の隣

接する社会倫理を参照しながら、生命世界を守る具体的な社会的実践や制度を構想してい

くことであろう。哲学的に言えば、わたしたちの生命と生活に新たな「かたち（eidos）」を

与えることが必要なのである。筆者が別の機会で既に論じているように、既存の開発政策

の妥当性を検討・評価するための社会正義の枠組みと、日本国憲法で規定されている生命

権と生存権の意味の再構築が重要なステップとなる27。福島原発事故が起こってしまった現

在、わたしたちの未来の可能性は既に制約されている。しかしその中でもなお、「今とは異

なる形の社会や種々多様な生命のつながりとその潜在力の別の可能性」を考えるならば、

それは、現代日本に内在する様々な構造的暴力の克服のための道を、生命世界を守るとい

う規範の下で考察していくよりほかはないのではないか。新しい倫理学が求められている。 

 

 
27 社会正義については、拙稿「脱成長の正義論」勝俣誠、マルク・アンベール編『脱成長

の道─分かち合いの社会を創る』コモンズ、二〇一一年を参照のこと。日本国憲法の生命

権と生存権の再解釈については、拙稿「ポスト３・１１──生存の倫理の再構築を目指し

て」（前掲書）を参照のこと。 


